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平成18年度診療報酬改定について   



政府・与党の  

「医療制度改革大綱」  

会の「基本方針」  社会保障審議  
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1患者から見て分かりやすく、患者の生活の質（QO」）を高める医  
療を実現する視点  

2質の高い医療を効率的に提供するた鱒に医療機能の分化・連  

携を推進する視点  

3我が国の医療の中で今後重点的に対応していくべきと思われる  

領域の評価の在り方について検討する視点  

4医療真の配分の中で効率化余地があると思われる領域の評価  

の在 り方について検討する視点   



＞また、高齢者ができる限り住み慣れた家庭や地域で療養しなが  
ら生活を送れるよう、また、身近な人に囲まれて在宅での最期を  
迎えることも選択できるよう、支援していく体制を構築することが必  
要である。このため、入院から在宅への円滑な移行を図りつつ、  
介護保険との適切な役割分担の下、24時間診療ができる在宅医  
療や終末期医療への対応に係る評価の在り方について検討する   

べきである。  
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○高齢者ができる限り住み慣れた家庭や地域で療養しながら生活を送れるよう、  
また、身近な人に囲まれて在宅での最期を迎えることも選択できるよう、診療報  
酬上の制度として新たに在宅療養支援診療所（仮称）を設け、  

・在宅療養支援診療所（仮称）が在宅医療における中心的な役割を担うことと  

し、これを患家に対する24時間の窓口として、必要に応じて他の病院、診療所、  
薬局、訪問看護ステーション等との連携を図りつつ、24時間往診及び訪問看護  

を提供できる体制を構築するとともに、  

■ このような場合に在宅療養患者を対象とした診療報酬点数において高い評  

価を行う方向で検討する。  

○訪問看護における重症者管理加算及び在宅移行管理加算について、患者の  
重症度、処置の難易度等の高い患者については、評価を引き上げる方向で検   
討する。  
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○ 在宅における療養の終末期に係る評価を箆寒する観点から、  
■ 在宅患者訪問診療料におけるターミナルケアに係る評価について、1ケ月以上にわ   
たり訪問診療を実施していた場合に算定するとの要件を改め、死亡日前一定期間内   
に訪問診療を一定回数以上実施していることを算定要件とするとともに、在宅療養支   
援診療所（仮称）が関与し、かつ、死亡前24時間以内にターミナルケアを行っていた   
場合には評価を引き上げる  

1在宅患者訪問看護■指導料及び訪問看護療養章におけるターミナルケアに係る評価   
について、死亡前24時間以内に訪問看護を行っていた場合に算定するとの要件は維   
持する一方、1ケ月以上にわたり訪問看護を実施していた場合等に算定するとの要件   
を改め、死亡日前一定期間内に訪問看護を一定回数以上実施していることを算定要   
件とするとともに、在宅療養支援診療所（仮称）が関与する場合には評価を引き上げ   
る方向で検討する。  

○軸ミナルケアを推進する観点から、末鱒の悪  
性腫癌の患者については、  
t 介護保険法上の特定施設入居者生活介護の指定を受けているケアハウスや有料老   

人ホームの入居者であっても、在宅療養支援診療所（仮称）に係る医師が訪問診療を   
行う場合には、在宅患者訪問診療料を算定できることとする  

・特別養護老人ホームの入所者であっても、在宅療養支援診療所（仮称）に係る医師   
が訪問診療を行う場合やその指示に基づき訪問看護等を行う場合には、在宅患者訪   
問診療料及び在宅患者訪問看護・指導料等又は訪問看護療養費を算定できることと   

する方向で検討する。  
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「在宅療養支援診療所」の創設  

在宅医療に係る評価の充実  

「在宅療養支援診療所」のイメージ  

入院から在宅療養への円滑な移行  

在宅療養における24時間対応体制  

在宅ターミナルケアの評価  

特別養護老人ホーム等におけるターミナルケア  

地域連携パスによる医療機関の連携体制  

介護老人保健施設における他科受診の評価  
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を反  患者の重症度等  
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（仙台市内で看取りまで含めた在宅医療  
を行っている診療所の例）  
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在宅療養支援診療所の場合  それ以外の場合   

地域連携退院時共同指導料1  1，000点   600点   

（紹介元の医療機関が算定） 

地域連携退院時共同指導料2  500点   300点  
（入院先の病院が算定）  

それ以外の場合    在宅療養支援診療所と共同  

で指導した場合   

訪問看護療養真における、  6，000円   4，200円   

地域連携退院時共同指導加算  
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び寝たきり老人在宅総合診療料を再編し、  在宅時医学管理料及   

l・±コ  ・慧毅∠ゝ台覧王、′；  ＝  土上巳、 こ子二肋ひロ呂      ロ  
在宅療養支  援診療所の場合   それ以外の場合   

イ処方せんを交付する場合   在宅時医学総合  

管理料  4，200点  2，200点  
ロ処方せん交付しない場合   ロ処方せん交付しない場合   

4500占  2，500点  

1，000点  

急の往診又は訪問  「在宅療養支援診療所」が関与する場合の緊   

■■■ ll■l■1－ －■       章l  I       ヾ      ロ 、一      口  
在宅療養支壬     裏診療所の場合   それ以外の場合   

緊急加算  650点  325点  

夜間加算  1，300点  650点  

；罪夜加算  2300点  1，300点   

緊急訪  問看護加算  265点／2，650円  



在宅療養支援診療所の場合   それ以外の場合   

訪問診療に係る  10，000点   1，200点   

ターミナルケア加算      、  

訪問看護に係る  1，500点  1，200点  

ターミナルケア加算  15，000円  12，000円  

［訪問診療に係るターミナルケア加算の取扱い］  

○死亡日前14日以内に2回以上往診又は訪問看護を行った患者が、在宅で死亡した場   
合に算定  

○在宅療養支援診療所の場合の点数は、これに加え、在宅療養支援診療所又は連携  
保険医療機関の保険医が、死亡日に往診又は訪問看護を行い、当該患者の死亡診断   
を行った場合に算定  

［訪問看護に係るターミナルケア加算の取扱い］  

○死亡日前14日以内に2回以上往診又は訪問看護を行い、かつ、その死亡前おおむね  
にターミナルケアを行った場合に算定  24時間内  
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○ 特別養護老人ホームに入所している末期の悪性腫癌の患者に  

対し、在宅療養支援診療所に係る医師が訪問診療を行う場合や  
その指示に基づき訪問看護を行う場合についても、新たに評価  

○ 特定施設入居者生活介護（ケアハウス■有料老人ホーム）に入  

居している末期の悪性腫癌の患者に対し、在宅療養支援診療所  
に係る医師が訪問診療を行う場合についても、新たに評価  

医白市の  看貢隻白市等の  病院・診療所力ヽらの  言方間看護ステーション  言方問診療  
配置基準  配置基準   言方間者吾妻   力ヽらの言方間看吉葉   

自  宅  ×   ×   ○   

ケア′ヽウス・有半斗老人ホーム  

（年寺定施設入居者生i舌介護以外）  
×   ×   ○  

グループホーム  

（言忍知症対応型共同生活介護）  
×   ×   ○   

ケアハウス・有半斗老人ホーム  

（年寺定施設入居者生5舌介吾妻）  
×   ○   

外部サービス利用型  ×   ＞く   

特定施設入居者生さ舌介吉隻  
○   

特別養言隻老人ホーム  ○   ○   

介吉隻老人保健施設  ○   ○   ×   ×   ×   

介護療養型医療施設  ○   ○   ×   ×   ×   

△ 末期の悪性腰痛及び難病等並びに急性増悪等により医師の特別指示書が出ている場合（14日間を限度）は医療  
保険の適用となる。  

▲ 末期の悪性腫瘍の患者で、在宅療養支援診療所に係る医師が言方問診療を行う場合又はその指示に基づき訪問看  
護を行う場合は医療保険の適用となる。  
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患者の重症度等を反映した訪問看護の評価  

※何らかの医療処置を必要とする者への訪問看護において、状態観察及び  
処置にかかったケア時間を分析した結果、医療保険による訪問看護対象に  
係るケア時間は、介護保険による訪問看護利用者の2倍以上であり、なお  
訪問看護者の負担感も大きい。  

※とくに、悪性腫癌患者、留置カテーテル使用、気管カニュー レ使用、気  
管切開患者の場合にl享、他の処置を必要とする場合と比較して処置そのも  
のに長時間を要する。  

（平成16年度コスト調査分科会調査）  

○ 重症者管理加算  

5，000円／月  
500点／月  

重症者管理加算1  

在宅移行管理加算1  

2，500円／月  
250点／月  

重症者管理加算2  

在宅移行管理加算2  
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